
○

令
第
五
号

内

閣

府

厚
生
労
働
省

労
働
金
庫
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
二
十
七
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
並
び
に
第
九
十

四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
労
働
金
庫
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

 

人

厚
生
労
働
大
臣

細
川

律
夫

労
働
金
庫
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

労
働
金
庫
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年

令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

大
蔵
省

労
働
省

第
五
十
六
条
第
六
項
第
二
号
中
「
保
有
す
る
債
券
」
の
下
に
「
（
満
期
ま
で
所
有
す
る
意
図
を
も
つ
て
取
得
し
た
も
の
に
限

る
。
）
」
を
加
え
る
。

別
紙
様
式
第
二
号
記
載
上
の
注
意
１
．

、
別
紙
様
式
第
六
号
記
載
上
の
注
意
１
．

、
別
紙
様
式
第
九
号
第
２
記
載
上
の

(18)

(18)

注
意
１
．

、
別
紙
様
式
第
九
号
の
二
第
２
の
２
．
記
載
上
の
注
意
１
．

、
別
紙
様
式
第
十
号
第
２
記
載
上
の
注
意
１
．

(18)

(16)

(18)



及
び
別
紙
様
式
第
十
号
の
二
第
２
の
２
．
記
載
上
の
注
意
１
．

中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

第
５

項
第

３
項

(16)

附

則

１

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

労
働
金
庫
又
は
労
働
金
庫
連
合
会
が
、
平
成
二
十
年
十
二
月
五
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
売
買
目
的

有
価
証
券
（
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
十
九
号
）
第
八

条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
そ
の
他
有
価
証
券
（
売
買
目
的
有
価

証
券
、
満
期
保
有
目
的
の
債
券
（
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
金
庫
法
施
行
規
則
第
五
十
六
条
第
六
項
第
二
号
に
規
定

す
る
満
期
保
有
目
的
の
債
券
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
子
法
人
等
（
労
働
金
庫
法
施
行
令
（
昭
和

五
十
七
年
政
令
第
四
十
六
号
）
第
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
子
法
人
等
を
い
う
。
）
及
び
関
連
法
人
等
（
同
条
第
三
項

に
規
定
す
る
関
連
法
人
等
を
い
う
。
）
の
株
式
以
外
の
有
価
証
券
を
い
う
。
）
を
満
期
保
有
目
的
の
債
券
へ
変
更
し
た
場
合

に
お
け
る
当
該
変
更
後
の
満
期
保
有
目
的
の
債
券
に
つ
い
て
の
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
金
庫
法
施
行
規
則
（
次
項

に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五
十
六
条
第
六
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

新
規
則
別
紙
様
式
第
二
号
、
別
紙
様
式
第
六
号
、
別
紙
様
式
第
九
号
、
別
紙
様
式
第
九
号
の
二
、
別
紙
様
式
第
十
号
及
び



別
紙
様
式
第
十
号
の
二
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日

前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


